
 

事 務 連 絡 

平 成 28 年 1 月 15 日 

 

都 道 府 県 

 各 保健所設置市 衛生主管部(局) 御中 

特 別 区 

 

 

厚生労働省医薬･生活衛生局 

生活衛生･食品安全部監視安全課 

 

 

 

産業廃棄物処理業者により転売された食品に係る対応について（依頼） 

 

 

標記については、愛知県が別添１のとおり公表し、岐阜県等と連携し、転売され

た食品の流通状況等を調査するとともに、これらの購入者に対して喫食しないよう

注意喚起を行っているところです。   

 また、本日、当該産業廃棄物処理業者に製品の処理を委託していた株式会社壱番

屋が、別添２のとおり、これまでに処理を委託した６製品を公表しました。 

上記６製品は、同社のチェーン店舗で調理したもの以外、提供されることはない

としているので、各都道府県等におかれては、食品等事業者や消費者等からこれら

に関する問い合わせがあった際には、愛知県等と連携して対応されるようお願いし

ます。 

 

 

 

 

別添１：愛知県 記者発表資料抜粋（平成 28 年 1 月 13 日、14 日、15 日） 

別添２：株式会社壱番屋 発表資料（1 月 15 日） 
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食品衛生上の問題が危惧されるビーフカツの流通について 
 

尾張県民事務所廃棄物対策課に平成 28 年１月 12 日（火）17 時頃、（株）壱番屋から「平

成 27 年９月に一宮市内の工場で製造し、合成樹脂製の異物混入の恐れがあるため産業廃棄物

処理業者に処分を依頼したビーフカツ（半製品、生肉に衣をつけ冷凍したもの。１袋５枚入

り）が津島市内のスーパー（Ａマートアブヤス神
か

守
もり

店）で販売していたことが判明した。」

旨連絡がありました。 

このビーフカツは、（株）壱番屋が産業廃棄物処理業者（ダイコー（株）、稲沢市奥田）に

約 40,000 枚の処分を依頼したにもかかわらず、ダイコー（株）が食品として売却したことか

ら、県内のスーパーで販売されていました。 

同スーパーを管轄する津島保健所が立入調査し、当該食品が販売されていないことを確認

するとともに当該食品の回収を徹底するよう指示しました。 

現在、県が把握している当該食品を販売していた店舗は以下のとおりです。 

 

当該製品をお持ちの方は、絶対に喫食せず、購入した販売店に返品して

ください。 

  

 なお、現在、流通状況等詳細については調査中であり、判明し次第お知らせします。 

 

【現在、県が把握している当該ビーフカツの販売店】 

販売店名 販売店所在地 仕入量 販売済量 販売期間 

Ａマートアブヤス神
か

守
もり

店 

津島市神
か

守
もり

町字森本

23 番地 
2,050 枚 1,990 枚 

平成 27 年 12 月

上旬～平成28年

1 月 11 日  

Ａマートアブヤス春田店 
名古屋市中川区春田

5-3 
3,650 枚 3,415 枚 

平成 27 年 12 月

中旬～平成28年

1 月 11 日  

 

                                 （裏面に続く） 

 

平成２８年１月１３日（水） 
健康福祉部保健医療局 

生活衛生課食品衛生・監視グループ 
担 当 磯貝・松田 
内 線 3254・3255 
（ダイヤルイン）052-954-6249 
環境部資源循環推進課廃棄物監視指導室

担 当 新井・青山 
内 線 3081・3083 
（ダイヤルイン）052-954-6238 

OKIHR
スタンプ
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食品衛生上の問題が危惧されるビーフカツの流通について 

（第 2報） 

①平成 28 年１月 14 日（木）、津島保健所が管内の施設に対し当該ビーフカツの流通状況

調査を行ったところ、昨日発表した賞味期限（16.01.30）とは別の賞味期限（16.01.03）

が表示されたビーフカツが下記の販売店で発見されました。 

この賞味期限（16.01.03）のビーフカツは昨日発表した賞味期限（16.01.30）と同じ

段ボールに混在していました。この商品（賞味期限（16.01.03））について愛知県が（株）

壱番屋に確認したところ、（株）壱番屋のビーフカツが一般に販売されることがないこと

から、（株）壱番屋から正規に流通した商品でないことが判明しました。 

なお、津島保健所は今回発見した店舗に対し、在庫品を販売しないこと、店頭ポップ

などで告知するなどにより、回収を行うように指示しました。 

 

【現在、県が把握している当該ビーフカツ（賞味期限 16.01.03）の販売店】 

販売店名 販売店所在地 仕入量 在庫量 販売量 販売期間 

いちや 愛西市東城町平城 44番地３
46 ケース 

（2,300 枚）

31 ケース 

（1,550 枚）

15ケース 

（750枚） 

平成 27 年 11

月 25 日～12

月 30 日 

※ケース・枚数には、賞味期限 16.01.30 を含んだものです。 

                                  

当該製品をお持ちの方は、絶対に喫食せず、購入した販売店に返品して

ください。 

なお、賞味期限（16.01.30）の商品についても、お持ちの方は、絶対に

喫食せず、購入した販売店に返品してください。 

  

 なお、現在、詳細については調査中であり、判明し次第お知らせします。 

 

 

（裏面に続く） 

平成２８年１月１４日（木） 
愛知県健康福祉部保健医療局 
生活衛生課食品衛生・監視グループ 

担 当 磯貝・松田 
内 線 3254・3255 
（ダイヤルイン）052-954-6249 
環境部資源循環推進課廃棄物監視指導室

担 当 新井・青山 
内 線 3081・3083 
（ダイヤルイン）052-954-6238 
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②流通状況調査の結果、新たな小売店が判明しましたのでお知らせします。 

 

販売店名 販売店所在地 仕入量 備考 

（株）生鮮館山彦 

南大通店 

愛知県稲沢市稲沢町前田３

48 の１ 
100 枚

※全て店舗で惣菜 （フラ

イ）にして調理・販売済み。

在庫なし。 

（株）生鮮館山彦 

小牧店 

愛知県小牧市大字北外山字

神宮１５３３番地 

 

150 枚

（株）生鮮館山彦 

勝川店 

愛知県春日井市勝川町 7 丁

目 37 番地ネクシティパレッ

タ１階 

100 枚

 

③また、本日、環境部はビーフカツの処理委託の詳細な状況を把握するため、排出事業者

である（株）壱番屋に対し廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 18 条に基づく報告徴収

を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                （次ページに続く） 
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（案） 

 

食品衛生上の問題が危惧されるビーフカツの流通について 

（第４報） 

 
１ 現在愛知県が把握している卸業者、弁当製造施設及び販売店について（名古屋市、豊田

市を含む。） 

  現在、県が把握している当該ビーフカツ（賞味期限 16.01．30 及び賞味期限 16.01.03 の

もの）を取り扱った卸業者、弁当店及びスーパー等販売店については次のとおりです。 

 

（１） 卸業者     

    施設総数  ７施設（名古屋市内６施設、豊山町１施設） 

総入荷量  35,050 枚 

総出荷量  35,050 枚 

総在庫量      0 枚 

（２） 弁当製造施設 （主に事業者向け弁当製造施設） 

    施設総数  11 件（名古屋市７施設、津島市２施設、清須市１施設、北名古屋市１

施設） 

    総入荷量  14,650 枚 

総使用量  13,450 枚 

総在庫量    900 枚 

（３） 販売店（スーパー等）  既発表分を含む。ゴシックは新たな発表分 

販売店名 販売店所在地 仕入量 
販売済み

量 
販売期間 

食品館 

 大阪屋 

名古屋市瑞穂区白砂町

1-47 嶋崎ビル 1F 
50 枚 

全て店舗で惣菜 （フライ）にして調

理・販売済み。在庫なし。 

 

ショッピエ

コー 田辺通

り店 

名古屋市瑞穂区田辺通 6

丁目 
100 枚 

スーパー 

 サノヤ 

名古屋市中区大須三丁目

33-6 500 枚 500 枚 12 月 12 日、13 日 

食品館  

大阪屋 

名古屋市西区浄心一丁目

1番 39号 浄心ステーシ

ョンビル北館Ｂ１ 

250 枚 67 枚 
平成 27 年 12 月 11 日～ 

平成 27 年 12 月 24 日 

平成２８年１月１５日（金） 
愛知県健康福祉部保健医療局 
生活衛生課食品衛生・監視グループ 

担 当 磯貝・松田 
内 線 3254・3255 
（ダイヤルイン）052-954-6249 

（裏面あり）
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株式会社 

ヒバリヤ美

和店 

あま市篠田稲荷 144 番地 1,500 枚 839 枚 不明 

三﨑屋ピア

ゴ大治店 

海部郡大治町大字花常字

人見 20 
50 枚 50 枚 不明 

株式会社成

田水産※※ 

豊田市高崎町兼近 70 番

地 
400 枚 400 枚 

平成 27 年 12 月中旬～ 

平成 28 年 1 月中旬 

Ａマート 

アブヤス 

春田店 

名古屋市中川区春田 5-3 3,650 枚 3,415 枚
平成 27 年 12 月中旬～ 

平成 28 年 1 月 12 日  

フードパー

ク  ウオダ

イ瑞穂店 

名古屋市瑞穂区田光町

3-27 
2,350 枚 2，280 枚

平成 27 年 12 月 28 日～ 

平成 28 年 1 月 12 日 

Ａマート 

アブヤス神
か

守
もり

店 

津島市神
か

守
もり

町字森本 23

番地 
2,050 枚 1,990 枚

平成 27 年 12 月上旬～ 

平成 28 年 1 月 11 日  

いちや 愛西市東條町平城 44 番地

３ 
2,300 枚 750 枚 

平成 27 年 11 月 25 日～ 

平成 27 年 12 月 30 日 

（株）生鮮館

山彦  南大

通店 

稲沢市稲沢町前田３48
の１ 

100 枚 

全て店舗で惣菜 （フライ）にして調

理・販売済み。在庫なし。 

（株）生鮮館

山彦  小牧

店 

小牧市大字北外山字神宮

１５３３番地 
150 枚 

（株）生鮮館

山彦  勝川

店 

春日井市勝川町7丁目 37

番地ネクシティパレッタ

１階 

100 枚 

※※豊田市本日発表分 

２ ビーフカツ以外の流通について 

  昨日、岐阜県が公表したチキンカツについて本県から壱番屋に確認したところ、壱番屋

で製造された製品である可能性が高いことが判明しましたので、今後調査を進めていきま

す。 

  また、壱番屋がメンチカツ及びロースカツ等についても（株）ダイコーに廃棄を依頼し

ていることが確認できたので、流通状況等について調査していきます。 

 

該当製品をお持ちの方は、絶対に喫食せず、購入した販売店に返品して

ください。 

 

  



 

 

平成 28 年 1 月 15 日 
 

各  位 
会 社 名 株 式 会 社 壱 番 屋 

代表者の役職名 代表取締役社長 浜 島 俊 哉 

（コード番号  7630 東証第 1部・名証第 1部） 

（問い合わせ先）常務取締役経営企画室担当 阪口裕司 

ＴＥＬ 0586-81-0792 
 
 
 

産業廃棄物処理業者による、当社製品不正転売に関する続報 
 

１月 13 日（水）に『産業廃棄物処理業者による、当社製品（ビーフカツ）不正転売のお知

らせ』をリリースいたしましたが、その後ビーフカツ以外におきましても、不正に転売され

ていることが発覚しております。 
別添にて、当社より産業廃棄物処理業者であるダイコー株式会社へ廃棄処理を委託した製

品を掲載いたします。 
なお、当社におきましては、これらの製品を壱番屋チェーン店舗以外に供給することはな

く、お客様へは同店舗で調理したもの以外が提供されることはございません。 
従いまして、別添該当品がお手元にございましたら、ダイコー株式会社による不正転売品

の可能性があり、温度管理等の保存方法に問題が考えられますので、喫食は絶対になさらな

いようお願いいたします。 
 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OKIHR
スタンプ



別添 
製品のサンプル画像は以下の通りです。  
① チキンカツ 
袋には品名と賞味期限のみ表示 
（１袋５枚入） 
（1 枚：12cm×9cm×2cm、約 130ｇ） 

② ロースカツ 
袋には品名はなく賞味期限のみ表示 
（１袋５枚入） 
（1 枚：14cm×8cm×2cm、約 110ｇ） 

  
③ メンチカツ 
袋には品名と製品詳細が表示 
（１袋５枚入） 
（1 枚：10cm×10cm×2cm、約 100ｇ） 

④ ビーフカツ 
袋には品名と賞味期限のみ表示 
（１袋５枚入） 
（1 枚：17cm×8cm×2cm、約 140ｇ） 

  

⑤ ナポリタンソース 
袋には製品詳細・会社名が表示 
（パスタ・デ・ココで使用） 
（1 袋：30cm×20cm×5cm、約 2 ㎏） 

⑥ ラーメンスープ 
袋には製品詳細・会社名が表示 
（主に、麵屋ここいちで使用） 
（1 袋：40cm×20cm×7cm、約 4 ㎏） 

  
 



事 務 連 絡 

平 成 28 年 1 月 22 日 

 

都 道 府 県 

 各 保健所設置市 衛生主管部(局) 御中 

特 別 区 

 

 

厚生労働省医薬･生活衛生局 

生活衛生･食品安全部監視安全課 

 

 

 

産業廃棄物処理業者により転売された食品の流通防止に係る対応について（依頼） 

 

 

 産業廃棄物処理業者により廃棄物が食品等事業者に転売され、食用としてスーパ

ー等で販売された事案については、平成 28 年１月 15 日事務連絡で関係自治体と連

携した対応をお願いしたところです。 

 昨日までに、愛知県において別紙１のとおり食品として転売された(株)壱番屋の

ビーフカツの流通状況を公表するとともに、岐阜県において別紙２のとおり(株)壱

番屋以外の廃棄物として処理を依頼された食品の流通について公表しているとこ

ろです。 

 また、環境省においては、都道府県等の産業廃棄物行政主管部局に対し、別紙３

から５のとおり通知し、関係産業廃棄物処分業者への立入検査を強化しているとこ

ろです。各都道府県等におかれては、産業廃棄物行政主管部局による立入検査等に

おいて同様の事例が確認された場合には、産業廃棄物行政主管部局と連携して問題

食品の流通防止及び消費者への情報提供等について対応するとともに、対応状況に

ついて当課まで報告されるようお願いします。 

 

 

（参考） 

 愛知県記者発表資料：http://www.pref.aichi.jp/soshiki/list7-1.html 

 岐阜県報道発表資料：http://www.pref.gifu.lg.jp/event-calendar/hodo.html 
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食品衛生上の問題が危惧されるビーフカツ等の流通について 

（第９報） 

 

○ 流通状況調査の結果、新たに判明した施設（愛知県所管分） 

 流通状況調査の結果、当該ビーフカツを取り扱った卸業者等が第 7 報以降、新たに判明

しましたので、お知らせします。 

 なお、県下全体の流通状況等は別添１及び２のとおりです。 

 

（１） 卸業者     

    施設総数     １施設（小牧市１施設） 

総入荷量     200 枚 

総出荷量      0 枚 

総在庫量     200 枚（返品及び自家消費を含む） 

（２） 弁当製造施設 

    施設総数     0 施設 

（３） 販売店（飲食店、スーパー等） 

番号 販売店名 販売店所在地 仕入量 販売済み等量 販売期間 

１ 
綜合ストアー

吉村 

知多郡武豊町字中根

１－１０ 
50 枚 50 枚

平成 27 年 9 月 23 日～不

明 

２ 飲食店 海部郡蟹江町内 20 枚 20 枚

自家消費 

※消費者には販売してい

ません 

３ 飲食店 津島市内 15 枚 15 枚

自家消費 

※消費者には販売してい

ません 

４ 販売店 津島市内 35 枚 35 枚

自家消費 

※消費者には販売してい

ません 

計 120 枚 120 枚  

 

平成２８年１月２１日（木） 
愛知県健康福祉部保健医療局 
生活衛生課食品衛生・監視グループ 

担 当 磯貝・松田 
内 線 3254・3255 
（ダイヤルイン）052-954-6249 

（裏面あり）

OKIHR
スタンプ
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該当製品をお持ちの方は、絶対に喫食せず、購入した販売店に返品して

ください。 

 

 別添１ 食品衛生上の問題が危惧されるビーフカツの流通状況（1月 21 日（木）正午現在） 

 別添２ 本県、名古屋市、岡崎市及び豊田市のビーフカツの流通状況（1月 21 日（木）正

午現在） 
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食品衛生上の問題が危惧されるビーフカツの流通状況（1月 21 日（木）正午現在） 

 

㈱
壱
番
屋 

廃棄商品 廃棄量 
ビーフカツ 

(1 月 30 日賞味期限)
40,609 枚 

ビーフカツ 
(1 月 3 日賞味期限)

22,988 枚 

 
 

ダ
イ
コ
ー
㈱ 

横流し食品 横流し量 備考 
ビーフカツ 

(1 月 30 日賞味期限) 
33,810 枚 

約 7,000 枚は中間処分 
（ダイコー聞き取り結果） 

ビーフカツ 
(1 月 3 日賞味期限) 

（調査中） 不明（データなし） 

 
 

み
の
り
フ
ー
ズ 

横流し食品 仕入量 
ビーフカツ 

(1 月 30 日賞味期限)
33,810 枚 

ビーフカツ 
(1 月 3 日賞味期限)

（調査中）

 
 
 
 
                                            

 

番号 販売店等名 仕入量 販売済等量 
１ A マートアブヤス神守店（津島市） 2,050 枚 1,990 枚

２ A マートアブヤス春田店（名古屋市） 3,650 枚 3,415 枚

３ 生鮮館やまひこ南大通店（稲沢市） 350 枚 318 枚

４ 生鮮館山彦小牧店（小牧市） 150 枚 150 枚

５ 生鮮館やまひこ勝川店（春日井市） 100 枚 100 枚

６ 一や（愛西市） 2,300 枚 750 枚

７ 食品館大阪屋(名古屋市(瑞穂区)) 50 枚 50 枚

８ 食品館大阪屋（名古屋市（西区）） 250 枚 67 枚

９ ショッピエコー田辺通り店（名古屋市） 100 枚 100 枚

１０ スーパー サノヤ（名古屋市） 500 枚 500 枚

１１ ㈱ヒバリヤ美和店（あま市） 1,500 枚 839 枚

複数の中間業者等（卸業者） 

別添 1 

※ゴシックは新たに判明した分 （判明している主な販売店等） 
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１２ 三﨑屋ピアゴ大治店（大治町） 50 枚 50 枚

１３ ㈱成田水産（豊田市） 10 枚 10 枚

１４ フードパーク ウオダイ瑞穂店（名古屋市） 2,350 枚 2,280 枚

１５ 
豊田市民市場ピカ市 梅坪店（豊田市）

（注 1） 
945 枚 945 枚

１６ まごころ市場（豊田市）（注 1）（注 2） 155 枚 155 枚

17,18 飲食店 ２店舗（豊田市）（注 1） 50 枚 45 枚

１９ 豊田市民市場 藤岡店（豊田市）（注 1） 300 枚 270 枚

２０ こころ寿司 リスタ店（豊田市） 200 枚 180 枚

２１ こころ寿司 豊田南店（豊田市） 200 枚 185 枚

２２ 鈴や（知立市） 50 枚 20 枚

２３ こころ寿司 大和店（岡崎市） 200 枚 135 枚

２４ こころ寿司 大樹寺店（岡崎市） 200 枚 144 枚

２５ こころ寿司 NEWS 店（岡崎市） 200 枚 200 枚

２６ 飲食店（春日井市） 300 枚 50 枚

２７ こころ寿司 エクボ稲沢店（稲沢市） 150 枚 36 枚

２８ こころ寿司 稲沢ハーモニー店（稲沢市） 150 枚 95 枚

２９ こころ寿司 共和店（大府市） 100 枚 100 枚

３０ こころ寿司 蒲郡店（蒲郡市） 200 枚 50 枚

３１ こころ寿司 豊川店（豊川市） 200 枚 180 枚

３２ BIG MAMA（西尾市） 500 枚 500 枚

３３ スーパータツミにしの台店（知多市） 300 枚 300 枚

３４ 肉のなか彦（愛西市） 500 枚 274 枚

３５ 食事処 三河屋（小牧市） 180 枚 180 枚

36，37 飲食店 ２店舗（瀬戸市） 15 枚 15 枚

３８ ヒバリヤフードフロント東山店（名古屋市） 500 枚 466 枚

３９ こころ寿司 食彩館店（名古屋市） 200 枚 165 枚

４０ なるこ市場フードプラス（名古屋市） 2,850 枚 2,850 枚

４１ 喫茶 なかよし（半田市） 50 枚 40 枚

４２ 綜合食料品店 八百甚（高浜市） 50 枚 50 枚

４３ 魚勝（安城市） 50 枚 50 枚

４４ 有限会社 八百代（安城市） 50 枚 50 枚

４５ かぎや（みよし市） 20 枚 20 枚

４６ 井戸田商店（津島市） 45 枚 45 枚

47～50 飲食店 ４店舗（愛西市） 50 枚 50 枚

５１ 販売店（弥富市） 5枚 5 枚

５２ 生鮮館 山彦 如意店（名古屋市） 50 枚 50 枚

５３ 綜合ストアー吉村（武豊町） 50 枚 50 枚

５４ 飲食店（蟹江町） 20 枚 20 枚

５５ 飲食店（津島市） 15 枚 15 枚

５６ 販売店（津島市） 35 枚 35 枚
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（注 1）豊田市既発表分と本日 21 日（木）発表分の合計数。 
（注 2）事業者から豊田市保健所への食品営業許可記載事項変更届の提出に基づき「豊

田市民市場 加茂川店」から変更。 
 
※他に、弁当製造施設 24 施設に、15,675 枚が出荷されていることが判明（うち 14,370

枚が使用済み）。 

〔弁当製造施設（持ち帰り弁当業者）の内訳〕 

番号 店名 仕入量 販売済等量 

１ えび屋（飛島村） 50 枚 50 枚

２ えび屋 飛島店（飛島村） 230 枚 230 枚

３ えび屋 弥富店（弥富市） 120 枚 120 枚

４ 弁当店 １店舗（瀬戸市） 35 枚 35 枚

計 435 枚 435 枚

 
 
 ※※表中において飲食店、販売店、弁当店で店名が記載されていない施設においては、

自家消費しており消費者には販売されていません。 

 

５７ ホテル 松風（豊田市） 80 枚 65 枚

５８ 手作り惣菜の店 ヤオダイ（豊田市） 30 枚 不明（一部廃棄）

59～65 飲食店等 ７店舗（豊田市） 60 枚 60 枚

計 22,715 枚 18,764 枚
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本県、名古屋市、岡崎市及び豊田市のビーフカツ等の流通状況（1 月 21 日（木）正午現在） 
 

１ ビーフカツの流通状況 

施設数 

 

流通量 

（１）卸業者 ２０施設（名古屋市１１施設、豊山町１施設、瀬戸市１施設、一宮市２施

設、半田市１施設、津島市１施設、碧南市１施設、小牧市１施設、豊田市１施設） 

   総入荷量 61,195 枚 

   総出荷量 51,480 枚 

総在庫量  9,715 枚（廃棄、返品及び自家消費を含む） 

   ※卸業者の総入荷量等については、重複計上しています。 

 

（２）弁当製造施設 ２４施設（名古屋市１２施設、津島市２施設、清須市１施設、北名

古屋市２施設、海部郡飛島村２施設、弥富市２施設、瀬戸市１施設、碧南市１施設、

豊田市 1施設） 

総入荷量  15,675 枚 

総使用量  14,370 枚 

総在庫量   1,305 枚（廃棄、返品及び自家消費を含む） 

 

（３）販売業者等 ６５施設（名古屋市１０施設、津島市４施設、愛西市６施設、あま市

１施設、海部郡大治町１施設、稲沢市３施設、小牧市２施設、春日井市２施設、大府

市１施設、蒲郡市１施設、豊川市１施設、知立市１施設、西尾市１施設、知多市１施

設、瀬戸市２施設、半田市１施設、高浜市１施設、安城市２施設、みよし市１施設、

弥富市１施設、知多郡武豊町１施設、海部郡蟹江町１施設、岡崎市３施設、豊田市    

１７施設） 

総仕入量   22,715 枚 

総販売済等量 18,764 枚 

  ※総仕入れ量と総販売済等量の差は、在庫、廃棄、返品、自家消費及び不明なものを

含む。 

 

２ チキンカツの流通状況 

  販売業者 1 施設（名古屋市１施設） 

総仕入量    250 枚 

総販売済量   198 枚 

 

※総仕入れ量と総販売済量の差は、在庫です。 

自治体名 卸業者 弁当製造施設 販売業者等 

愛知県 ８施設 １１施設 ３５施設

名古屋市 １１施設 １２施設 １０施設

岡崎市 ０施設 ０施設 ３施設

豊田市 １施設 １施設 １７施設

計 ２０施設 ２４施設 ６５施設

別添２



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品衛生上の問題が危惧される（株）壱番屋以外の製品の  

流通について（第３報）  

 

 

１月１８日（月）付けで公表したみのりフーズ（羽島市）に保管されてい

る（株）壱番屋以外の製品について、新たに廃棄物として処理を依頼してい

たものが判明しましたのでお知らせします。  

  

１  ダイコー（株）に廃棄物として処理を依頼していた製品  

・所管自治体の調査の結果、新たに１３品目がダイコー（株）に廃棄物

として処理を依頼していたものであることが判明しました。  

※別紙参照  

 ・該当製品をお持ちの方は、絶対に喫食しないでください。  

 

２  現時点での調査状況  

みのりフーズにおいて保管されていた製品に関する現時点での調査

結果は以下のとおりです。（既報分を含む。）  

 

結  果  品目数  

ダイコー（株）に廃棄物処理を依頼したもの  ２１  

調査継続中  

販売元・製造元等の都道県及び保健所

政令市で調査中のもの  
６８  

販売元・製造元等が不明であるもの  １９  

合  計  １０８  

 

平成２８年１月２１日（木）岐阜県発表資料  
担当課  担当係  担当者  電話番号  

生活衛生課  食品指導係  和座  厚  
内線  2562 
直通  058-272-8280 
FAX  058-278-2627 
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スタンプ



廃棄依頼された製品の廃棄状況（関係都道県・市からの回答結果）
H28.1.21報告分

廃棄時期 廃棄量 賞味期限 在庫

1 タニタ食堂のみそ汁 2015.8.9 15ｇ×6個入×3箱

2 信州味噌漬の素(500g） 2015.6.1 500g×20袋入×167箱

3 信州味噌漬の素（1kg） 2015.6.1 1kg×10袋入×50箱

4 各種味噌詰合せ

マルコメ君こし
 2013.08.25
だし入り味噌和
 2014.09.03
マルコメ君こうじ
 2015.06.03
だし入りみそ
 2015.06.04
料亭の味無添加生
 2015.10.26
味わい信州
 2015.05.11
米こし
 2015.03.31
白みそ
 2015.03.29
京懐石
 2015.04.28
MARUKOMEBOY
 2015.05.12
料亭の味無添加生
減塩
 2015.11.13
料亭の味だし入り
 2015.01.01

プラスチック容器概ね750ｇ×12個入×
45箱

5 調味味噌詰合せ 記載なし 20kg入×42箱

6 Cサーバーみそ１５春夏（M) 2015.6.16 2kg×4袋入×41箱

マルコメ株式会社

2014.03.20～2015.07.14までの期間
で、計12回（144,790ｋｇ）を廃棄依
頼。
各廃棄日の廃棄製品の詳細は不明
だが、１～13までの製品を含む多数
の製品をまとめて依頼している。

【　廃棄日及び廃棄量】
　2014.03.26    11,250kg
　2014.04.16    11,440kg
　2014.05.26    12,470kg
　2014.06.14    12,210kg
　2014.08.12    11,820kg
　2014.09.19    11,200kg
　2014.11.11    12,040kg
　2014.12.09    11,020kg
　2015.01.12    13,600kg
　2015.06.04    13,010kg
　2015.06.15    13,630kg
　2015.07.22    11,100kg

　　　 　合計　144,790kg

みのりフーズでの確認分
品名 販売会社・製造会社等

ダイコーでの廃棄



H28.1.21報告分

廃棄時期 廃棄量 賞味期限 在庫

みのりフーズでの確認分
品名 販売会社・製造会社等

ダイコーでの廃棄

7 タニタ食堂 タンドリー風のたれ 記載なし 20kg×127箱

8 塩糀 2015.2.6 20kg×71箱

9 調味味噌３種類詰合せ 記載なし
20kg×45箱
（とん汁、調味味噌、調味生みそ）

10
一休さん（750g）、米蔵仕込み
そ赤（1kg）

一休さん
  2016.6.25
  2015.12.25
  2015.11.6
米蔵仕込みそ赤
  2015.11.17
記載がないものあり

1kg×10袋×30箱

11 インスタントみそ汁各種

料亭の味わかめ
2015.11.13
料亭の味あさり
2015.11.17
料亭の味しじみ減塩
20% 2015.11.14
みそ汁 2015.1.9

600kg
（料亭の味わかめ18g、
 料亭の味あさり19g、
 料亭の味しじみ減塩20%15g、
 みそ汁18g）

12 10食入りの減塩みそ汁 2012.2.29 176g×10個×8箱

13
からし酢みそ、酢みそ、米こう
じ（乾燥タイプ）

からし酢みそ
2015.1.16
酢みそ　2015．2．4
米こうじ　2014．12.25

20kg×1箱

マルコメ株式会社 前頁の数量に含む
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事 務 連 絡 

平 成 28 年 1 月 29 日 

 

都 道 府 県 

 各 保健所設置市 衛生主管部(局) 御中 

特 別 区 

 

 

厚生労働省医薬･生活衛生局 

生活衛生･食品安全部監視安全課 

 

 

 

廃棄食品の不正流通事案について 

 

 標記について、今般、食品安全行政に関する関係府省庁において、廃棄食品

の不正流通事案の対応に関する申合せが行われましたので別添のとおりお知ら

せします。 

別添申合せの２．については、平成 28 年１月 15 日付け事務連絡で関係自治

体と連携した対応をお願いするとともに同年１月 22日付け事務連絡で産業廃棄

物行政主管部局による立入検査等において同様の事例が確認された場合には、

産業廃棄物行政主管部局と連携して問題食品の流通防止等の対応をお願いして

いるところです。 

各都道府県等におかれましては、引き続き関係部局及び関係自治体と連携し、

問題食品が流通しないよう、食品等事業者に対する指導や消費者への情報提供

等、必要に応じて適切な措置を講じるようお願いします。 

なお、別添申合せの３．については、仮に食品衛生法に違反する事案を把握

した場合には、適切な措置を講じるようお願いします。 

 



廃棄食品の不正流通事案について 

 

 
 

 

平成２８年１月に愛知県を中心として発覚した廃棄食品の不正

流通事案に関しては、未だ全容が解明されていない。 

本件事案の関係府省としては、本件事案が消費者の信頼を揺

るがすことにならないよう対応してきたが、改めて次のとおり申合

わせる。 

 

１．  本件事案について国民の健康保護が最優先されるべきとの

基本認識の下、引き続き連携を密にし、事態に対処する。 

 

２．  本件事案の全容解明及び被害防止のため、他の関係府省庁

及び地方自治体と連携して必要な調査等を実施するとともに、

消費者が安心を得られるよう、必要な情報提供を積極的に行

う。 

平成 28 年１月 29 日（金）
食 品 安 全 行 政 に 関 す る

関係府省連絡会議幹事会申合せ

OKIHR
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３．  本件事案に関連した、全ての業態の事業者の法令順守等が

重要であることから、法令違反に対して適切な措置が講じられ

るよう対処する。 

 

４．  原因究明等の結果を踏まえた再発防止策の検討を行い、必

要な対策を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

【食品安全行政に関する関係府省連絡会議幹事会構成員】 

 

消費者庁消費者安全課長 

消費者庁食品表示企画課長 

内閣府食品安全委員会事務局総務課長 

内閣府食品安全委員会事務局評価第一課長 

内閣府食品安全委員会事務局評価第二課長 

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部企画情報課長 

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部基準審査課長 

農林水産省消費・安全局食品安全政策課長 

環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室長 

 

＜今回追加の構成員＞ 

・消費者庁 表示対策課長 

・警察庁生活安全局 生活経済対策管理官 

・厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課長 

・環境省大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部企画課長 

・環境省大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長 

（以上） 


